
勢田川の所有者不明船を強制撤去しました勢田川の所有者不明船を強制撤去しました

平成２３年８月２２日（月）、勢田川の所有者不明船３隻と係留施設１基を
強制撤去しました。

位置図

撤去した物件は、

 

伊勢市田尻町の国土交通省勢田川排水機場敷地内で保管し

 

ています。所有者の方は三重河川国道事務所まで申し出てください。
なお、保管物件の一覧は三重河川国道事務所において閲覧できます。
（℡.０５９－２２９－２２１８）

今回の簡易代執行によって、重点的撤去区域内の所有者不明船は全てなくなり

 

ました。今後は所有者が判明している条件違反船についても、順次撤去措置を行っ

 

ていく予定です。

対象物件④
勢田川左岸０．８ｋｍ付近

対象物件①
勢田川右岸０．４ｋｍ付近

対象物件③
勢田川右岸１．２ｋｍ付近

対象物件②
勢田川右岸０．８ｋｍ付近

放置船舶の対策については、引き続き「勢田川等水面利用対策協議会」において
検討していきます。
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